
議案第５８号 

   東郷町職員定数条例の一部改正について 

 東郷町職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

  令和５年１２月１日提出        東郷町長 井 俣 憲 治     

 

   説 明 

この案を提出するのは、職員の定年引上げに伴い必要があるからである。 



   東郷町職員定数条例の一部を改正する条例 

 東郷町職員定数条例（昭和４２年東郷町条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１号中「２６７人」を「３０２人」に改め、同条第２号中「３人」を「

４人」に改め、同条第３号中「２６人」を「２７人」に改め、同条第６号中「３人

」を「４人」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 休職、育児休業又は配偶者同行休業中の職員及び国、他の地方公共団体、公益

的法人等又は外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員並びに国又は他

の地方公共団体からの派遣職員は、前項に規定する定数の外とする。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  



議案の概要 

１ 改正理由 

  職員の定年引上げに伴い、職員の定数を見直す必要があるからである。 

２ 改正内容 

 ⑴ 職員の定数を次のように改めること。（第２条第１項関係） 

事務部局等 改正後 改正前 

町長の事務部局 ３０２人 ２６７人 

議会の事務局 ４人 ３人 

教育委員会の事務局 ２７人 ２６人 

教育委員会の所管に属する学校 ［１０人］ １０人 

選挙管理委員会の事務部局 ［６人］ ６人 

監査委員の事務局 ４人 ３人 

農業委員会の事務部局 ［５人］ ５人 

   ［ ］は改正なし。 

⑵ 定数に含めない職員を定めること。（第２条第２項関係） 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行すること。    

 


